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条 例

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 八 年 六 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 条 例 第 十 九 号

　　
職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 の 二 第 二 項 第 七 号 ㈠ 中 「 七 百 十 円 」 を 「 九 百 五 十 円 」 に 、 「 千 八 十 円 」 を 「 千 四 百 四 十 円 」

に 改 め 、 同 号 ㈡ 及 び 同 項 第 八 号 中 「 千 八 十 円 」 を 「 千 四 百 四 十 円 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 中 「 八 百 四 十 円 」 を 「 千 百 二 十 円 」 に 、 「 千 八 十 円 」 を 「 千 四 百 四 十 円 」

に 改 め る 。

附 則 第 七 項 中 「 八 百 四 十 円 」 を 「 千 百 二 十 円 」 に 、 「 千 六 百 八 十 円 」 を 「 二 千 二 百 四 十 円 」 に 改

め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 ）

２ 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 改 正 前 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い

て 支 給 さ れ た 特 殊 勤 務 手 当 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 と み な す 。

提 案 理 由

国 に お け る 支 給 状 況 を 考 慮 し て 、 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 八 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 山 野 之 義

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ １７ ）
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　 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 八 年 六 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 条 例 第 二 十 号

　　　
石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 輸 入 品 に 対 す る 内 国 消 費 税 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 年 法 律 第

三 十 七 号 ） 」 を 「 同 法 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 輸 入 品 に 対 す る 内 国 消 費 税 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 」

の 下 に 「 （ 昭 和 三 十 年 法 律 第 三 十 七 号 ） 」 を 加 え る 。

第 七 十 五 条 第 一 項 中 「 住 宅 （ 」 の 下 に 「 法 第 七 十 三 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 区 域 内 住 宅 を

除 く も の と し 、 」 を 加 え る 。

附 則 第 七 条 第 二 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 、 「 第 七 項 」 を 「 第 八 項 」 に 改 め 、 同 条 第 九 項 中

「 附 則 第 三 十 四 条 の 二 第 十 二 項 」 を 「 附 則 第 三 十 四 条 の 二 第 十 四 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 項 と

し 、 同 条 中 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 第 七 項 を 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 、

「 第 九 項 」 を 「 第 十 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 中 第 五 項 を 第 六 項 と し 、 第 四 項 を 第

五 項 と し 、 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 第 一 項 （ 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 場 合 に お い て 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 租

税 特 別 措 置 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る

も の を し た と き に お け る そ の 譲 渡 を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お い て 地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭

和 三 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 地 す べ り 防 止 区 域 、 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、 土 砂 災 害

警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 九 条

第 一 項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 又 は 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 七 十 七 号 ）

第 五 十 六 条 第 一 項 の 浸 水 被 害 防 止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の 譲 渡 は 、 第 一 項 又 は 第 二 項

に 規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 又 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該 当 し な い も

の と み な す 。

附 則 第 九 条 の 二 の 四 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 に 係 る 県 民 税 の 課 税 の 特 例 ）

第 九 条 の 二 の 五 知 事 は 、 当 分 の 間 、 県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措 置 法 第 三

議 案 第 五 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 八 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 山 野 之 義

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ １９ ）

十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 を 有 す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、

譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ い て は 、 第 四 十 条 及 び 第 四 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 他 の 所 得 と 区 分

し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲 渡 所 得 の 金 額 及 び 雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六

の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の

金 額 」 と い う 。 ） に 対 し 、 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡

所 得 等 の 金 額 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 六 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 法 第

三 十 四 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 ） を い う 。 ） の 百 分 の 二 に 相 当 す る 金

額 に 相 当 す る 県 民 税 の 所 得 割 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金

額 の 計 算 上 生 じ た 損 失 の 金 額 が あ る と き は 、 県 民 税 に 関 す る 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 損 失 の

金 額 は 生 じ な か つ た も の と み な す 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 六 第 二 項 各 号 に 規 定 す る と こ ろ に

よ る 。

３ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 四

第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 繰 越 控 除 ）

第 九 条 の 二 の 六 県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 の 前 年 前 三 年 内 の 各 年 に 生 じ た 特 定 暗 号 資 産 に 係 る

譲 渡 損 失 の 金 額 （ こ の 項 の 規 定 に よ り 前 年 前 に お い て 控 除 さ れ た も の を 除 く 。 ） は 、 当 該 特 定 暗

号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 生 じ た 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 に つ い て 特 定 暗 号

資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 控 除 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 法 第 四 十 五 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 七 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 十 五 条 の 二 第 四 項

の 規 定 に よ る 申 告 書 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 提 出 し た 場 合 （ 市 町 長 に お い て や む

を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 こ れ ら の 申 告 書 を そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税

通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に 提 出 し た 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 、 そ の 後 の 年 度 分 の 県 民 税 に つ い

て 連 続 し て こ れ ら の 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に

提 出 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 提 出 し て い る と き に 限 り 、 前 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令

附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 納 税 義 務 者 の 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資

産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 を 限 度 と し て 、 当 該 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 の 計 算 上 控

除 す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 と は 、 同 項 に 規 定 す る 県 民 税 の 所 得 割 の 納

税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 の 同 項 に 規 定 す る 譲

渡 を し た こ と に よ り 生 じ た 損 失 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 計 算 し

た 金 額 の う ち 、 当 該 納 税 義 務 者 の 当 該 譲 渡 を し た 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 に 係 る

前 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 の 計 算 上 控 除 し て も な お 控 除 す る こ

と が で き な い 部 分 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 金 額 を い
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十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 を 有 す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、

譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ い て は 、 第 四 十 条 及 び 第 四 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 他 の 所 得 と 区 分

し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲 渡 所 得 の 金 額 及 び 雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六

の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の

金 額 」 と い う 。 ） に 対 し 、 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡

所 得 等 の 金 額 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 六 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 法 第

三 十 四 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 ） を い う 。 ） の 百 分 の 二 に 相 当 す る 金

額 に 相 当 す る 県 民 税 の 所 得 割 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金

額 の 計 算 上 生 じ た 損 失 の 金 額 が あ る と き は 、 県 民 税 に 関 す る 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 損 失 の

金 額 は 生 じ な か つ た も の と み な す 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 六 第 二 項 各 号 に 規 定 す る と こ ろ に

よ る 。

３ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 四

第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 繰 越 控 除 ）

第 九 条 の 二 の 六 県 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 の 前 年 前 三 年 内 の 各 年 に 生 じ た 特 定 暗 号 資 産 に 係 る

譲 渡 損 失 の 金 額 （ こ の 項 の 規 定 に よ り 前 年 前 に お い て 控 除 さ れ た も の を 除 く 。 ） は 、 当 該 特 定 暗

号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 生 じ た 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 に つ い て 特 定 暗 号

資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 の 控 除 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 法 第 四 十 五 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 三 の 七 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 十 五 条 の 二 第 四 項

の 規 定 に よ る 申 告 書 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 提 出 し た 場 合 （ 市 町 長 に お い て や む

を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 こ れ ら の 申 告 書 を そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税

通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に 提 出 し た 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 、 そ の 後 の 年 度 分 の 県 民 税 に つ い

て 連 続 し て こ れ ら の 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お い て 県 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま で に

提 出 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 提 出 し て い る と き に 限 り 、 前 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令

附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 納 税 義 務 者 の 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資

産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 を 限 度 と し て 、 当 該 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 の 計 算 上 控

除 す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 金 額 と は 、 同 項 に 規 定 す る 県 民 税 の 所 得 割 の 納

税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 の 同 項 に 規 定 す る 譲

渡 を し た こ と に よ り 生 じ た 損 失 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 計 算 し

た 金 額 の う ち 、 当 該 納 税 義 務 者 の 当 該 譲 渡 を し た 年 の 末 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 県 民 税 に 係 る

前 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 の 計 算 上 控 除 し て も な お 控 除 す る こ

と が で き な い 部 分 の 金 額 と し て 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 金 額 を い
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う 。

３ 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 計 算 し

た 金 額 （ 」 と あ る の は 、 「 計 算 し た 金 額 （ 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後

の 金 額 。 」 と す る 。

４ 前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ れ ら の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の

五 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。

附 則 第 九 条 の 四 第 二 項 中 「 と は 、 当 該 」 を 「 と は 、 同 項 に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 、

第 七 項 及 び 第 十 七 項 」 を 「 か ら 第 八 項 ま で 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 七 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 第 二 条 第 九 項 」 を 「 第 二 条 第 十 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 附 則 第 七 条 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 令 和 十 年 一 月 一 日

二 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 四 項 の 改 正 規 定 令 和 十 年 四 月 一 日

三 第 七 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 四 項 の 規 定 令 和 十 一 年 四 月 一 日

四 附 則 第 九 条 の 二 の 四 の 次 に 二 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 地 方 税 法 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 一 条 第 十 七 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 七 条 第 四 項 の 規 定 は 、 県 民 税 の 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 令 和 十 年 一 月 一 日 以 後 に 行 う 同 条 第 一 項 の 土 地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。

３ 新 条 例 附 則 第 九 条 の 二 の 五 及 び 第 九 条 の 二 の 六 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施

行 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

（ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 新 条 例 第 七 十 五 条 第 一 項 の 規 定 は 、 令 和 十 一 年 四 月 一 日 以 後 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き

不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 新 築 住 宅 用 の 土 地 の 取 得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 の 減 額 措 置 の 適 用 対

象 の 見 直 し 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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う 。

３ 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 計 算 し

た 金 額 （ 」 と あ る の は 、 「 計 算 し た 金 額 （ 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後

の 金 額 。 」 と す る 。

４ 前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ れ ら の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 令 附 則 第 十 八 条 の 六 の

五 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。

附 則 第 九 条 の 四 第 二 項 中 「 と は 、 当 該 」 を 「 と は 、 同 項 に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 、

第 七 項 及 び 第 十 七 項 」 を 「 か ら 第 八 項 ま で 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 七 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 第 二 条 第 九 項 」 を 「 第 二 条 第 十 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 附 則 第 七 条 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 令 和 十 年 一 月 一 日

二 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 四 項 の 改 正 規 定 令 和 十 年 四 月 一 日

三 第 七 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 四 項 の 規 定 令 和 十 一 年 四 月 一 日

四 附 則 第 九 条 の 二 の 四 の 次 に 二 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 地 方 税 法 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第 二 号 ） 附 則 第 一 条 第 十 七 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 七 条 第 四 項 の 規 定 は 、 県 民 税 の 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 令 和 十 年 一 月 一 日 以 後 に 行 う 同 条 第 一 項 の 土 地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。

３ 新 条 例 附 則 第 九 条 の 二 の 五 及 び 第 九 条 の 二 の 六 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施

行 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

（ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 新 条 例 第 七 十 五 条 第 一 項 の 規 定 は 、 令 和 十 一 年 四 月 一 日 以 後 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す べ き

不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 新 築 住 宅 用 の 土 地 の 取 得 に 対 す る 不 動 産 取 得 税 の 減 額 措 置 の 適 用 対

象 の 見 直 し 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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　 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。

　　 令 和 八 年 六 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 条 例 第 二 十 一 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す

る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

提 案 理 由

地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 税 の 課 税 の 特 例 措

置 の 適 用 期 限 の 延 長 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 六 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 に つ い て

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制

定 す る 。
令 和 八 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 山 野 之 義

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ２３ ）
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本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す

る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

提 案 理 由

地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 税 の 課 税 の 特 例 措

置 の 適 用 期 限 の 延 長 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 六 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 に つ い て

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制

定 す る 。
令 和 八 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 山 野 之 義

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ２３ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 す る 。

　　 令 和 八 年 六 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事　　 山　　 野　　 之　　 義

石 川 県 条 例 第 二 十 二 号

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 四 項 中 「 三 十 五 人 」 を 「 三 十 人 」 に 改 め る 。

第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 職 員 の 資 格 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

６ 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 保 育 士 の 資 格 を 有 す る 者 に つ い て は 、 一 人 に 限 り 、 当 該

認 定 こ ど も 園 に 勤 務 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語 聴 覚 士 、 心 理 担 当 職 員 （ 学 校 教 育 法 の 規

定 に よ る 大 学 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 ） 若 し く は 大 学 院 に お い て 、 心 理 学 を 専 修 す る 学 科 、 研 究 科 若

し く は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で あ っ て 個 人 及 び 集 団 心 理 療 法 の 技 術 を 有 す る も

の 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 を い う 。 ） 又 は 障 害 児 の 療 育 に 関 す る 知 識

及 び 経 験 を 有 す る 者 で あ っ て 障 害 児 の 療 育 の 指 導 を 行 う 業 務 に 五 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も

の の い ず れ か に 該 当 し 、 か つ 、 子 育 て に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 （ 以 下 「 特 定 理 学 療 法 士

等 」 と い う 。 ） を も っ て 代 え る こ と が で き る 。

７ 特 定 理 学 療 法 士 等 は 、 補 助 者 と し て 従 事 す る 場 合 を 除 き 、 教 育 課 程 に 基 づ く 教 育 に 従 事 し て は

な ら な い 。

８ 認 定 こ ど も 園 は 、 特 定 理 学 療 法 士 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 認 定 こ ど も 園 の 保 育 士 の

資 格 を 有 す る 者 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 条 の 二 中 「 第 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 十 四 条 第 七 項 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 二 項 中 「 三 十 五 人 」 を 「 三 十 人 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 又 は 」 を 「 、 主 務 保 育 教 諭 又 は 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 第 二 号 中 「 主 幹 養 護 教

諭 」 の 下 に 「 、 主 務 養 護 教 諭 」 を 加 え る 。

第 二 十 二 条 並 び に 第 二 十 三 条 第 一 項 の 表 第 四 条 第 一 項 の 項 及 び 同 条 第 二 項 中 「 第 十 四 条 第 六 項 」

を 「 第 十 四 条 第 七 項 」 に 改 め る 。

議 案 第 七 号

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 制 定 す る 。

令 和 八 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 山 野 之 義

石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ２５ ）

附 則 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 第 四 条 第 六 項 及 び 前 項 」 に 、 「 看 護 師 等 を 」 を 「 特 定 理 学 療 法 士 等 及

び 看 護 師 等 を 」 に 、 「 当 該 看 護 師 等 」 を 「 当 該 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師 等 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 項 を 附 則 第 十 項 と し 、 附 則 第 八 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 九 項 と し 、 同 項 の

前 に 見 出 し と し て 「 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 食 事 の 提 供 に 係 る 特 例 ） 」 を 付 し 、 附 則 中 第 七 項 を

第 八 項 と し 、 第 六 項 を 第 七 項 と し 、 附 則 第 五 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 六 項 と し 、 同 項

の 前 に 見 出 し と し て 「 （ み な し 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 関 す る 経 過 措 置 ） 」 を 付 し 、 附 則 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 認 定 こ ど も 園 は 、 第 四 条 第 六 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師 等 の

い ず れ も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て 当 該 認 定 こ ど も 園 の 保 育

士 の 資 格 を 有 す る 者 （ 第 四 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 者 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ

と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 に お け る 一 学 級 の

子 ど も の 数 に つ い て は 、 改 正 後 の 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お け る 一 学 級 の 園 児 数 に つ い て は 、

改 正 後 の 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の

例 に よ る こ と が で き る 。

提 案 理 由

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 二 項 及 び 第 四

項 の 規 定 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一

部 改 正 に 伴 い 、 認 定 こ ど も 園 の 学 級 編 制 基 準 の 引 下 げ 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（ ２６ ）
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附 則 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 第 四 条 第 六 項 及 び 前 項 」 に 、 「 看 護 師 等 を 」 を 「 特 定 理 学 療 法 士 等 及

び 看 護 師 等 を 」 に 、 「 当 該 看 護 師 等 」 を 「 当 該 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師 等 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 項 を 附 則 第 十 項 と し 、 附 則 第 八 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 九 項 と し 、 同 項 の

前 に 見 出 し と し て 「 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 食 事 の 提 供 に 係 る 特 例 ） 」 を 付 し 、 附 則 中 第 七 項 を

第 八 項 と し 、 第 六 項 を 第 七 項 と し 、 附 則 第 五 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 六 項 と し 、 同 項

の 前 に 見 出 し と し て 「 （ み な し 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 関 す る 経 過 措 置 ） 」 を 付 し 、 附 則 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 認 定 こ ど も 園 は 、 第 四 条 第 六 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 理 学 療 法 士 等 及 び 看 護 師 等 の

い ず れ も が 保 育 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 看 護 師 等 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て 当 該 認 定 こ ど も 園 の 保 育

士 の 資 格 を 有 す る 者 （ 第 四 条 第 八 項 の 規 定 に よ る 支 援 を 行 う 者 を 除 く 。 ） に よ る 支 援 を 受 け る こ

と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 に お け る 一 学 級 の

子 ど も の 数 に つ い て は 、 改 正 後 の 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

３ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お け る 一 学 級 の 園 児 数 に つ い て は 、

改 正 後 の 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の

例 に よ る こ と が で き る 。

提 案 理 由

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 二 項 及 び 第 四

項 の 規 定 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一

部 改 正 に 伴 い 、 認 定 こ ど も 園 の 学 級 編 制 基 準 の 引 下 げ 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（ ２６ ）
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